
「ADR」って
どんな活動するの？

第１５回くすのき元気塾

働く産業カウンセラーシリーズ

関西支部ADRセンター

センター長 五藤 勝三氏

申し込み方法

下記アドレス、QRコードよりお申込みください

申込期限

11月28日（木）

一般社団法人 産業カウンセラー協会関西支部 兵庫事務所

kns-hyogo-jm@counselor.or.jp

開催日時
2024年12月5日（木） 19:30～21:00

https://forms.office.com/r/AWi7spcQkx

ADRとは裁判所の手続きではなく、
民間の手続きにおいて紛争の解決を
図るものとされています。
裁判外紛争解決手続きというものは
どのようなものか実際に聞いてみま
しょう。

開催   ：ZOOM（兵庫県以外の方も可）
定員   ：30人
参加費：無料
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